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文化審議会第15期文化政策部会暮らしの文化ワーキング・グループ
文化芸術推進基本計画に向けた意見

平成29年10月4日
文化審議会文化政策部会

暮らしの文化ワーキング・グループ

Ⅰ 暮らしの文化とは

暮らしの文化は、人々が日々の生活において文化的な「営み」を行うため、欠くことが
できない文化芸術の一分野と捉えることができる。
具体的には、文化芸術基本法第12条で規定されている茶道、華道、書道、食文化その

他の生活の文化である「生活文化」及び囲碁・将棋その他の国民的娯楽である「国民娯楽」
や人々が文化的な「営み」を行う上で欠くことができない文化芸術という観点から、「祭
礼」「年中行事」などの有形・無形の文化財等が含まれる。
人々の日々の生活にとって最も基本的な「衣・食・住」の観点からも、例えば、茶道が

所作だけでなく、茶碗や花入、茶室など「茶を嗜む」ことを巡る有形・無形の様々な事柄
を総合してひとつの文化的体系を形作っていることや、和装が祭礼や食文化、住まい方な
どにも密接に関わりあっていることから見てとれるように、これらは分野横断的であり、
かつ日本人の生活に深く根ざしているものである。
また、暮らしの文化が、古くから生きながらえてきたものだけでなく、時代と共に変容

したり、新たに生まれたりしてきたことや、舞台芸術や美術、文化財などとも互いに密接
に関わりあっていることも念頭に置く必要がある。
このように、暮らしの文化は、舞台芸術や美術、文化財とは異なり、人々の日々の生活

の中に根付く文化的な「営み」を中心に、生活文化や国民娯楽をはじめとする様々な文化
芸術が広範囲に、重層的かつ有機的に連関しているものである。
以上のことから、文化庁として暮らしの文化に関する施策を展開するに当たっては、上

記の点を認識しつつ、分野における歴史性を踏まえるなど、施策の対象となる範囲を考慮
し、柔軟に施策を検討する必要がある。

Ⅱ 暮らしの文化に関する政策の意義と方向性

暮らしの文化は、文化庁における芸術文化や文化財分野の施策と比較して、具体的な施
策が積極的に講じられていない中で、人々の日々の生活を基盤としつつ、関係団体及び関
係者の絶え間ない努力により今日まで継承されてきた。
しかしながら、近年の経済・社会情勢の変化や少子高齢化等を背景として、関係団体及
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び関係者の努力だけでは振興及び普及が困難になってきている。
一方、暮らしの文化は、上述したように、我が国の文化芸術に広がりを与え、またそれ

を支える土台として機能をしているとともに、まさに、日本の魅力そのものとして、観光
振興や国際交流の推進等にも極めて重要な役割を果たしている。
本年６月に改正された文化芸術基本法では、生活文化の例示として「食文化」が追加さ

れた。食文化は、全ての人にとってなじみの深い文化芸術であるが、単に和食や郷土食の
ことを指しているわけではなく、その範囲は食材や調理法、食器、調理器具、作法等多岐
にわたる。我が国の食文化を振興していくためには、これらを包括的に捉えた上で、分野
横断的な取組がなされることが強く望まれる。
以上に鑑み、国においても、分野や関係団体の実情に応じて、より積極的な暮らしの文

化の振興や普及の施策の推進が必要とされていることは明らかである。中でも、子供や外
国人、障害者を対象とした施策、国際交流などに関する施策については重点を置いて検討
する必要がある。
また、暮らしの文化に関わる技術や用具、原材料についても政策を推進していくことが

必要である。それにより、暮らしの文化を次世代に継承していくための支えとなるととも
に、経済面等からの活性化等に資することが可能となるからである。

Ⅲ 具体的施策

「文化芸術推進基本計画（第１期）に係る基本的な考え方について（案）」（平成29年8
月29日第15期文化政策部会配付資料）では「今後の文化芸術政策の目指すべき姿」に定
められた中長期的な目標を実現するため、今後5年間の文化芸術政策の基本的な方向性と
して、次の６つの戦略が挙げられている。

戦略１ 創造的な文化芸術に対する効果的な投資とイノベーションの実現
戦略２ 国際文化交流・協力の推進と文化芸術を通じた国家ブランディングの推

進
戦略３ 文化芸術による多様な価値観の形成と地域における包摂的環境の推進
戦略４ 文化芸術の創造・発展・継承と豊かな文化芸術教育の充実
戦略５ 多様で高い能力を有する専門的人材の確保・育成支援
戦略６ 持続可能で回復力のある文化芸術に関わる団体等による地域のプラット

フォームの形成
暮らしの文化が、国民の生活に密接に関わる文化芸術であるとともに、多様性を持ち、

外国人等が直接触れることが容易なものであることを踏まえれば、戦略１、３、４の実現
を目指すことを基軸に、他の文化芸術とも連携しながら戦略的観点に立つことで戦略２、
５、６の実現にも資することが可能であると考えられる。
先にも述べたとおり、文化庁では、これまで必ずしも暮らしの文化について具体的な施

策を積極的に講じてきたわけではないが、国が、暮らしの文化の多様性を認識し、今後、
具体的施策を展開していくためには、基礎的調査が必要不可欠である。具体的施策の展開
と併せて、生活文化および国民娯楽関係団体の把握などの基本的調査や暮らしの文化の範
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囲の検討などを、外部有識者で構成される委員会等を設置し、実施することも極めて有意
義であると考える。

１．優先的に実施すべき施策

○戦略１ 創造的な文化芸術に対する効果的な投資とイノベーションの実現
創造的な文化芸術に対する効果的な投資により、暮らしの文化を含めた文化芸術による

イノベーションを実現するためには、暮らしの文化の振興等だけではなく、暮らしの文化
に関する技術や用具、原材料も視野に入れた施策の展開が必要である。
特に、暮らしの文化に関する技術や用具、原材料の維持・継承は、暮らしの文化の活動

を支えるヒト・モノの育成に資するとともに、暮らしの文化の活動を財政面で支えたり、
地場産業として地域の活性化につながったりするなどの可能性を秘めている。

（具体的施策）
・国は、国民文化祭等を通じて暮らしの文化に触れる機会を確保するとともに、地域で
行われる暮らしの文化の振興に関する取組を支援する。また、他の文化芸術と連携し
た取組についても支援する。

・国は、暮らしの文化に関する技術や用具、原材料について、暮らしの文化以外での活
用方策の検討を行うとともに、これらを活用した新たな製品開発などを促進できるよ
うな取組に対する支援の在り方を検討する。

・国は、次世代への継承を推進するため、暮らしの文化に関する技術や用具、原材料に
関係するヒト・モノへの顕彰制度について検討する。

○戦略３ 文化芸術による多様な価値観の形成と地域における包摂的環境の推進
文化芸術に触れられる機会が等しく享受され、全ての人々が生涯を通じて、あらゆる地

域で容易に享受できる環境を整えるには、あらゆる人々が比較的簡単に受け入れやすい性
質を持つ暮らしの文化を活用することで、積極的な施策展開が期待できる。
このため、具体的施策を展開し、暮らしの文化に触れる機会を通じて生み出されるコミ

ュニケーションの形成等により、地域・社会が抱える様々な課題の解決を促す。

（具体的施策）
・国は、世代を問わず文化芸術に触れる機会が少ない人々を対象とした、暮らしの文化
を体験する機会を設ける。

・国は、障害者が暮らしの文化に触れられる機会を作ることにより、障害者の文化芸術
活動への積極的な参加のきっかけとするとともに、社会参画の促進を図る。

・国は、外国人が地域社会に溶け込むために、我が国の食文化等の暮らしの文化につい
ての学習機会や体験の場等を設けるなどの取組を推進する。



- 4 -

・国は、上記施策を円滑に実施するためには、暮らしの文化の指導者等が必要な知識技
術を習得することが不可欠であることを認識し、その機会を設ける。

○戦略４ 文化芸術の創造・発展・継承と豊かな文化芸術教育の充実
革新的な文化芸術の創造と発展を図り、我が国の優れた文化芸術を次世代へ確実に継承

するとともに、豊かな文化芸術教育の充実を図るため、小中学生の時から、可能な限り暮
らしの文化に触れる機会を設けるなど長期的な視野での施策を展開する。

（具体的施策）
・国は、暮らしの文化を次世代に継承していくため、伝統文化親子教室事業や文化芸術
による子供の育成事業を充実させる。加えてより効果的な事業実施の方法を検討する。

・国は、暮らしの文化の活性化を目的とした、これに関わる者を対象とした顕彰制度の
創設を検討する。

２．他の文化芸術と連携しながら実施すべき施策

○戦略２ 国際文化交流・協力の推進と文化芸術を通じた国家ブランディングの推進
暮らしの文化は、和装や茶道、食文化など外国人がイメージする我が国の文化を数多く

含んでおり、創意工夫により比較的簡単な方法で体験できることから、国際文化交流・協
力の推進や日本の文化の戦略的かつ積極的な発信、国家ブランディングの推進に極めて有
効であることを踏まえ、様々な施策での活用を図る。

（具体的施策）
・国は、食文化をはじめとする暮らしの文化とその他の芸術分野が連携しながら実施す
る文化芸術事業を充実・発展させる取組を支援し、国際文化芸術発信拠点の形成を推
進する。

・国が実施する文化交流使へ、暮らしの文化に携わる専門家等を積極的に登用する。
・国が実施する日本文化の紹介イベント等へ派遣する。

○戦略５ 多様で高い能力を有する専門的人材の確保・育成支援
暮らしの文化を次世代に継承していくためには、高いスキルを有する専門人材の確保が

必要である。
特に、暮らしの文化に関する技術や用具、原材料に関わる専門人材については、生業と

して成り立つことが後継者の確保の効果的な方法であることから、次のような具体的施策
の検討を行う。
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（具体的施策）
・暮らしの文化に関わる専門的人材の確保については、国が行う暮らしの文化の振興を
通じて、さらに活動の機会を確保することで、関わる者自身の努力を通じて、技術や
知識の向上を促す。

・暮らしの文化に関する技術や用具、原材料に関わる専門人材の確保については、戦略
１で掲げたように、これらを活用した製品開発などにより、活躍の場を確保できるよ
うな支援の在り方を検討する。

○戦略６ 持続可能で回復力のある文化芸術に関わる団体等による地域のプラットフォー
ムの形成

全国各地で持続可能で回復力のある文化芸術団体等を育成し、国、独立行政法人等関係
機関相互の連携強化を図り、総合的な文化政策を担う文化芸術プラットフォームを形成す
ることが肝要である。また、これに当たり、暮らしの文化関係団体が、これらの取組に参
画できるよう組織力を強化し、地域の文化芸術の推進のため、地域のプラットフォームの
形成へ積極的に関与していくことが重要である。


